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はじめに 

 

私たちはこれまで、快適で便利な生活を求めることにより、大量生産・大量消費・大

量廃棄を続けてきた結果、環境に過大な負荷を与えてきました。 

限りない可能性を秘めた将来の世代へ、健全で恵み豊かな環境を手渡していくために

は、限りある資源を大切にし、資源を有効に活かす循環型の社会づくりに取り組まなけ

ればなりません。 

本市においても、ごみ減量・リサイクルを実践することにより、限りある天然資源の

消費を抑え資源が循環する社会づくりを目指し、「大分市一般廃棄物処理基本計画」（以

下「基本計画」という。）を策定するなかで、ごみの減量化やリサイクルの推進などの

数値目標を定め、これまで家庭ごみの１２分別をはじめとする各種施策を展開してきま

した。 

家庭ごみの１２分別を開始した平成１９年度は、ごみの排出量が減少し、資源物の回

収量も増加しましたが、平成２０年度以降のごみの排出量は横ばいの状況で、資源物の

回収量は減少傾向が続いており、現行施策の継続のみではこれ以上のごみ減量・リサイ

クルの推進は難しい状況にあります。 

こうした中、本市では、平成２３年１２月に大分市清掃事業審議会（以下「審議会」

という。）へ「家庭ごみの減量とリサイクルの推進」と「ごみ処理に係る費用負担の公

平性の確保」を目的とした「家庭ごみ有料化」について諮問し、その導入の是非からご

審議いただき、平成２４年５月、審議会から中間答申を受けました。 

その後、家庭ごみ有料化中間答申に関する市民説明会において、市民の皆様からいた

だいた多様なご意見を審議会へ報告し、再度ご審議いただき、平成２５年２月、審議会

から「家庭ごみ有料化の導入は是とする」など、これまでの審議結果を取りまとめた答

申を受けました。 

「家庭ごみ有料化」は、市民の皆様のごみに対する排出抑制意欲や、分別意識が今以

上に高まり、資源の循環を加速させることができ、環境負荷の低減に大きく寄与すると

考えられることから、答申の内容を踏まえ、今般、具体的な実施方法などに関する「家

庭ごみ有料化実施計画（案）」を策定しました。 

今後は、「家庭ごみ有料化」を家庭ごみの減量とリサイクルの推進における具体的な

手法とし、その導入に向けた取組みを進めます。 

 

平成２５年５月 
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１．家庭ごみ有料化について 

 

（１）家庭ごみ有料化とは 

家庭ごみ有料化とは、家庭からごみを出す際に、市が指定する有料のごみ袋等を使用す

ることにより、ごみを出す量に応じて、その処理費用の一部を負担していただくものです。 

 

（２）家庭ごみ有料化の目的 

本市のごみ処理は、基本計画に基づいて行うこととしており、①排出抑制、②リサイク

ル率、③最終処分率の３つの数値目標を掲げ、その達成に向け１２分別収集を開始するな

ど各種事業に取り組んできましたが、このままでは目標の達成は厳しい状況です。 

また、現在、家庭ごみのうち「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の中には、正しく

分別すれば「資源物」となるごみが多く含まれていること、さらに、家庭ごみの処理は主

に税金で賄われていることから、積極的にごみ減量・リサイクルに取り組んでいる人と、

取り組んでいない人との間に費用負担の面で公平性が保たれておらず、ごみ減量・リサイ

クルに対する意識が働きにくいことから、次の２点を目的とし、「家庭ごみ有料化」の導入

に向けた取組みを進めます。 

 

 

ごみを出すことにより費用の負担が生じるため、ごみを減らすことによる経済的な

メリットを実感しやすくなり、ごみ減量・リサイクルに取り組もうとする意欲が高ま

ることが期待できます。 

また、ごみを正しく分別することにより、「燃やせるごみ」や「燃やせないごみ」の

中に含まれているリサイクルできる紙類などの「資源物」を多く回収することができ、

ごみの排出量は減少し、資源物の回収量は増加することが見込まれます。 

さらに、ごみの処理量が減少することにより、収集運搬部門においては経費の削減

が図られるとともに、家庭ごみ有料化によって得られた手数料収入を有効に活用する

ことにより、現行施策の拡充や、ごみ処理施設の整備等も可能となり、持続性のある

ごみ減量・リサイクルの展開が図られます。 

 

 

 

ごみの量に応じた費用の負担が生じることにより、ごみ減量・リサイクルに積極的

に取り組んだ場合と、取り組まなかった場合のそれぞれにおいて経済的な負担に差が

生じ、費用負担の公平性が図られます。 

 

ごみ処理に係る費用負担の公平性を図ります 

家庭ごみの減量とリサイクルを推進します 
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２．家庭ごみ有料化の制度内容について 

（１）対象となるごみ 

 

家庭ごみ有料化の対象となるごみは、「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」とし、「資

源物」、「危険物等」や、「剪定枝」、「落ち葉」、「草花」、「ボランティアごみ」は対象外とし

ます（表－１参照）。 

ただし、「ボランティアごみ」は、地域美化活動に伴うものでボランティア専用袋を使用

したもの、もしくは市に収集を依頼したものとします。 

なお、大型・粗大ごみの戸別収集については、従来どおり有料とします。 

 

 

表－１ 家庭ごみ有料化の対象範囲 

 

区分 品目 排出方法 

燃やせるごみ 
対象となるごみ 

燃やせないごみ 

指定ごみ袋を使用し、決められた

収集日に出します。 

資源物 

缶、びん、ペットボトル、 

プラスチック製容器包装、 

新聞類・その他紙類、布類 

危険物等 

スプレー缶類、ライター類、 

蛍光管・電球・水銀体温計、 

乾電池 

４５リットル以内の透明・半透明

の袋に入れて決められた収集日

に出します。 

 

剪定枝 

落ち葉 

草花 

４５リットル以内の透明・半透明

の袋に入れて「燃やせるごみ」の

収集日に出します。 

対象外 

ボランティアごみ 

ボランティア専用袋に入れて、

ごみの種類に応じた収集日に出

します。 

※事前に市へ収集を依頼した場

合は、ボランティア専用袋では

なく、透明又は半透明の袋によ

りごみを出すことができます。 

「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」 
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地域美化活動に伴うボランティアごみに対する支援策 

地域美化活動に伴うボランティアごみについては、市民の皆様の活動の妨げとならない

よう、ボランティア専用袋の支給等による支援措置を行います。 

 

個人、団体による地域美化活動に伴うもの 

対  象：道路、公園、河川等の公共施設のボランティア清掃を行う個人、自治会等

の団体 
 

支援方法：①「きれいにしょうえおおいた推進事業」にご登録いただいた方に、ボラ

ンティア専用袋を支給します。 

 

②自治会等の団体が一斉清掃を行う場合は、事前に清掃業務課（中央・東

部・西部清掃事業所を含む）へ収集を依頼してください。 

※事前に清掃業務課へ収集を依頼した場合は、ボランティア専用袋では

なく、透明又は半透明の袋によりごみを出すことができます。 
 

排出方法：少量の場合はごみステーション（ボランティア専用袋を使用） 

多量の場合は清掃業務課（中央・東部・西部清掃事業所を含む）へ収集を

依頼してください。 

 

ごみステーションの管理に伴うもの 

対  象：ごみステーションの清掃を行う自治会又はごみステーションの管理者 

※違反ごみシールを貼られたごみは不可 
 

支援方法：自治会又はクリーン推進員に対し、ボランティア専用袋を支給します。 
 

排出方法：当該ごみの種類の収集日にごみステーションに出してください。 
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（２）負担軽減措置 

家庭ごみ有料化に伴う負担軽減措置として要件を満たす世帯に対して、申請により一定

枚数の指定ごみ袋を支給します。負担軽減措置の対象は次のとおりです（表－２参照）。 

 

表－２ 負担軽減措置の対象 

 

負担軽減措置の対象 支給する枚数 

生活保護受給世帯 
 
 
 

年間最大 60 枚 
2 人世帯以下 20L 用 
3 人世帯以上 30L 用 

① １歳未満の乳幼児のいる世帯 
 
 
 

1 人につき 
年間最大 100 枚 
（20Ｌ用） 

② 介護用品購入費受給資格者のいる世帯 
 
（在宅で介護を受けている要介護１から要介護５

で、日常生活の上で常時おむつを必要とすると市が

認めた人） 
 

1 人につき 
年間最大 100 枚 
（20Ｌ用） 紙

お
む
つ 

③ 介護保険の認定が要介護４・５の在宅高齢者（第

２号被保険者の特定疾病に該当する人を含む）を同

一世帯内で介護している市民税非課税世帯 
 
 

1 人につき 
年間最大 100 枚 
（20Ｌ用） 

ス
ト
マ
装
具
・
紙
お
む
つ 

日常生活用具のうち、排泄管理支援用具（ストマ装

具、紙おむつ）の給付を受けている身体障がい者

（児）等のいる世帯 
 
 
 
 
 

1 人につき 
年間最大 100 枚 
（20Ｌ用） 

（注）②、③の重複はできません。 
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（３）手数料徴収方法 

 

本市では、従来から推奨袋（透明又は半透明）を使用しているため、制度に対する市民

の皆様の混乱が少ないと思われることなどの理由から手数料の徴収方法は、市が指定する

ごみ袋を使用する「指定ごみ袋方式」とします（図－１参照）。 

 

図－１ 手数料徴収方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）料金体系 

 

料金体系については、家庭ごみ有料化の仕組みが簡単で分かりやすいこと、また、ごみ

の排出量に応じた費用負担となることにより、ごみ減量に対する意識の向上が期待できる

ことなどの理由から「排出量単純比例型」とします（図－２参照）。 

 

図－２ 排出量単純比例型 

 

排出量単純比例型 

 

 
排出量に応じて、排出者が手数料を

負担する方式。 

 
 

「排出量単純比例型」 

「指定ごみ袋方式」 

排 出 量 に

応じた負担 

手数料 
収納代理店 

ごみ処理手数料の納付 
（指定ごみ袋の購入） 

指定ごみ袋 
の交付 

ごみ処理手数料 
の納付 

指定ごみ袋 
の納品 

市 

民 

指
定
ご
み
袋 

取
扱
店 

大
分
市 

（販売店） 
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（５）指定ごみ袋の種類と手数料の額（販売価格） 

 

種類 大袋 中袋 小袋 特小袋 

４５リットル 

程度 

３０リットル 

程度 

２０リットル 

程度 

１０リットル 

程度 容量と手数料の額 

（１枚あたり） 
３６円 ２４円 １６円 ８円 

※1 指定ごみ袋は、「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の兼用袋です。 

※2 指定ごみ袋取扱店（販売店）ではすべてのサイズを１０枚セットで販売します。 

※3 指定ごみ袋の価格はすべての指定ごみ袋取扱店（販売店）で同じです。 

※4 指定ごみ袋はイベント等での景品として使用することはできません。 

 

指定ごみ袋は、「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の兼用袋で、大袋（４５リットル

程度）、中袋（３０リットル程度）、小袋（２０リットル程度）、特小袋（１０リットル程度）

の４種類とし、今後、指定ごみ袋の色や表示する内容等の仕様について検討します。 

また、手数料の額は、指定ごみ袋の容量１リットルあたり０.８円とします。 
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３．手数料収入と収入の使途について 

（１）手数料収入 

 

一世帯が１回のごみの排出に中袋（３０リットル程度）を１枚使用すると想定した

場合、中袋１枚あたりの金額に１年間の「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の排

出回数（燃やせるごみ１０４回、燃やせないごみ１２回の１１６回）と本市の世帯数

を乗じると、約５億７千９百万円になります。 
 

 
 

（２）収入の使途 

家庭ごみ有料化によって得られた収入は、制度の実施に伴う経費のほか、さらなるごみ

減量・リサイクル施策の推進に活用します。 

また、家庭ごみ有料化と既存の施策は一体的に取り組むことにより、その効果が最大限

発揮されると考えられることから、得られた収入はごみ減量・リサイクル施策を推進する

ための各種事業に充てることとします。 

収入の使途は、制度に対する市民の皆様のご理解がより一層深まるよう明確にします。 

具体的な使途は次のとおりです。 

 

① ごみ減量・リサイクルに関する経費 

（新規事業） 

ごみステーション管理費等助成金、クリーン推進員の活動経費 

ごみ減量・リサイクル啓発経費 等 

（既存事業） 

生ごみ処理容器等による減量化促進事業、段ボールコンポスト普及啓発事業 

有価物集団回収運動促進事業、不法投棄廃棄物撲滅事業 

ごみ処理施設の機能整備にかかる経費、ごみ分別事典・ごみ収集日程表の作成及

び全戸配布等の啓発経費 等 

 

② 家庭ごみ有料化に伴う事務費  

指定ごみ袋製造費、指定ごみ袋の保管配送費、販売委託料等の事務経費 

負担軽減措置に関する経費 等 

 

 

 

 
 

［収入見込み］ 

中袋   排出回数  世帯数（H25.3 月末） 

２４円×１１６回×２０８,０９７世帯＝５７９,３４２,０４８円 

家庭ごみ有料化による手数料収入は一年間で約５億７千９百万円が見込まれます 
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４．実施時期について 

本計画（案）について、パブリックコメントによる市民の皆様からのご意見等を踏まえ、

家庭ごみ有料化の条例改正案を議会に提出します。 

議会の議決を経た後は、市民の皆様への十分な周知期間を経て、家庭ごみ有料化を実施し

たいと考えています。 

 

 

５．指定ごみ袋の取扱いについて 

指定ごみ袋は、市民の皆様がどこでも購入できるよう「（仮称）大分市指定ごみ袋取扱店」

（販売店）を広く募集します。 

 

 

６．不法投棄対策、不適正排出対策、野外焼却対策について 

家庭ごみ有料化の開始に伴い、新たな「不法投棄」、「不適正排出（ルール違反）」、「野外焼

却」が生じないよう啓発活動等の充実・強化を図ります。 

具体的な活動内容は次のとおりです。 

 

①不法投棄対策 

不法投棄を未然に防止するため、山間部など不法投棄されやすい場所への監視カメラ

の設置やパトロール活動による監視体制の強化を図ります。 

また、不法投棄監視ネットワーク事業（※）を通じて、市民と行政とが協働して監視

等を行い不法投棄の未然防止に努めます。 

 

※不法投棄監視ネットワーク事業 

自治会単位で登録する団体（２名以上）によるパトロール活動を通じて、不法投

棄防止の啓発を行うとともに、不法投棄を発見した場合は、市へ状況を報告してい

ただくこととしています。 

 

②不適正排出（ルール違反）対策 

ごみステーションの早朝パトロールにより、ごみの排出時におけるル－ルの周知徹底

に努めるとともに、ルール違反ごみを発見した場合は排出者の調査を行い、特定できた

場合は排出者に対して指導を行います。 

また、家庭ごみ有料化の開始前後は、ごみステーションを職員が巡回し、分別指導と

併せて制度の周知を行います。 

 

③野外焼却対策 

野外焼却を防止するため、パトロール活動による監視体制の充実強化を図ります。 
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７．周知方法について 

家庭ごみ有料化の実施にあたっては、目的や制度内容に対する市民の皆様の十分なご理解

とご協力が必要不可欠であることから、きめ細かい広報活動を行います。 

具体的な活動内容は次のとおりです。 

 

① 市民説明会等による周知 

自治会を対象とした市民説明会を開催するとともに、各支所単位での説明会や、まちづ

くり出張教室など、多様な機会を捉えて制度に対する周知を行います。 

 

② 市報やホームページ等による周知 

「市報おおいた」や、「リサイクルおおいた」等の広報誌での周知のほかに、ホームペー

ジを活用した情報提供を行います。 

 

③ テレビＣＭや新聞等による周知 

実施時期や制度内容について、テレビＣＭやラジオ、新聞等を活用した情報提供を行い

ます。 

 

④ パンフレットによる周知 

制度の内容をわかりやすく記載したパンフレットを作成し、全世帯に配布します。 
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１．ごみ処理の現状について 

（１）一般廃棄物処理基本計画 

本市では、市民・事業者・行政の協働作業で環境への負荷をできる限り低減し、ごみの減

量や再資源化を効果的に進めるためのシステムを確立することにより、循環型社会の形成を

図るため、「一般廃棄物処理基本計画」（以下「基本計画」という。）により、ごみ処理におけ

る基本理念、基本目標、基本方針などを定めています。 
 

 

 

 

  

 

   

 

  

  

 

 

 

 
（２）ごみ処理における数値目標 

基本計画では、基本目標や基本方針の実効性を確保するため、家庭ごみと事業系ごみを合

わせたごみ処理における３つの数値目標を設定し、目標の達成に向けて各種施策の取組みを

進めていくこととしています。それぞれの数値目標とその達成状況は次のとおりです。 
 

① 排出抑制の数値目標 

ごみの発生・排出抑制を効果的に推進し、実効性を確保するため、排出抑制の数値目標

を次のとおり設定しています。 
 

排出抑制の数値目標 

  
 

ごみの排出量を平成１８年度に比べ平成２９年度に３５％以上削減することを

目標とします。 

③最終処分率の数値目標 

②リサイクル率の数値目標 

①排出抑制の数値目標 

環境に配慮した適正な処理体制が整備され、衛生的

で安全・快適な生活環境が保たれているまち 

社会全体でごみ処理に取り組み、リサイクルの進ん

だまち 

一人ひとりが、限りある資源を大切にする心を持ち、

ごみの発生が少ないまち 

社会全体の協働作業で環境への負荷を 

最小限にする循環型社会を構築する 

『排出抑制計画』 

『再資源化計画』 

『収集運搬計画』 

『中間処理・最終処分計画』 

『その他関連計画』 
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しかしながら、排出抑制の進捗状況をみると（表－１参照）、平成２４年度におけるごみ

の総処理量は１６４,４５５トンで、平成２９年度までに約２０,０００トン削減する必要

があり、今後とも市民一人ひとりがごみに関心を持ち、「ごみにしない」、「ごみを出さない」

工夫を行うことにより「もったいない」意識の醸成に努めていく必要があります。 

 

表－１ 排出抑制の進捗状況 

 

年度 

区分 

平成１８年度 

実績 

平成２４年度 

実績 

平成２４年度 

中間目標 

平成２９年度 

目標 

人  口 466,673 人 476,723 人 476,630 人 480,842 人 

総処理量 223,171ｔ 164,455ｔ 157,840ｔ 145,000ｔ 

家庭ごみ 124,247ｔ 116,220ｔ 112,698ｔ 103,530ｔ 

一日 1人あたり 729ｇ 668ｇ 648ｇ 590ｇ 

事業系ごみ 98,924ｔ 48,235ｔ 45,142ｔ 41,470ｔ 

削減率 － 26.3％ 29.3% 35.0% 

※削減率＝（223,171ｔ－総処理量）／223,171ｔ（平成 18 年度実績） 

※平成 24 年度中間目標及び平成 29 年度目標は「一般廃棄物処理基本計画」に定める目標値です。 

 

 

図－１ ごみ排出量と削減率の推移 
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※平成 25 年度以降は「一般廃棄物処理基本計画」に定める目標値です。 
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Ⅰ．家庭ごみ排出量の推移 

家庭ごみの排出量は、平成１９年度に１２分別収集を開始したことにより、「燃やせる

ごみ」と「燃やせないごみ」の排出量は大きく減少し、平成２０年度以降は、横ばいの

状況でしたが、平成２３年度からは増加に転じています（図－２参照）。 
また、資源物の回収量は平成１９年度に大きく増加しましたが、その後は減少傾向が

続いています（図－３参照）。 
 

図－２ ごみ排出量の推移 
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図－３ 資源物排出量の推移 
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※平成 18 年度は、缶・びんの中にペットボトルを含みます。 
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Ⅱ．家庭ごみの組成調査結果 

本市では、家庭から出されたごみの分別状況を検証するため、組成調査を年４回実施

しています。 
平成２４年度の組成調査結果（図－４参照）では、「燃やせるごみ」と「燃やせないご

み」の中には正しく分別されていないごみが依然として多く含まれており、特に「燃や

せるごみ」の中には、リサイクル可能なごみが１６.１％（約１５,０００トン）も含まれ

ていることから、より一層の分別の徹底を図る必要があります。 
 
 

図－４ 家庭ごみの組成調査結果（平成２４年度） 
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② リサイクル率の数値目標 

循環型社会の形成を図るためには、４Ｒ（※）を基本とするごみ減量・リサイクルを効

果的に推進する必要があり、その実効性を確保するため、次のとおりリサイクル率の数値

目標を定めています。 

 

リサイクル率の数値目標 

  

 

※４Ｒ 

①Ｒefuse （リフューズ） ：不要なものは断る 

②Ｒeduce （リデュース） ：ごみの発生を抑える 

③Ｒeuse （リユース） ：再利用する 

④Ｒecycle （リサイクル） ：再資源化する 

 

 

しかしながら、リサイクル率の進捗状況をみると（表－２参照）、平成２４年度の実績は

２１.０％となっており、平成２９年度の目標値と比べ大きな開きがある状況です。 

また、リサイクル率の推移（図－５参照）からは、近年の資源化量は減少傾向にあるこ

とが見受けられることから、今後とも資源化量の増加を図る必要があります。 

 

 

表－２ リサイクル率の進捗状況 

 

年度 

区分 

平成１８年度 

実績 

平成２４年度 

実績 

平成２４年度 

中間目標 

平成２９年度 

目標 

総処理量 223,171ｔ 164,455ｔ 157,840ｔ 145,000ｔ 

集団回収量等 9,793ｔ 5,205ｔ 5,719ｔ 8,630ｔ 

資源化量 42,774ｔ 35,647ｔ 38,655ｔ 61,429ｔ 

リサイクル率 18.4％ 21.0％ 23.6％ 40.0％ 

※資源化量には、家庭から排出された資源物をリサイクルした量や、有価物集団回収運動の回収量、

焼却した後に発生する焼却灰をリサイクルした量などが含まれています。 

※リサイクル率＝資源化量／（総処理量＋集団回収等） 

※平成 24 年度中間目標及び平成 29 年度目標は「一般廃棄物処理基本計画」に定める目標値です。 

リサイクル率を平成１８年度１８.４％から平成２９年度４０％以上に引き上げる

ことを目標とします。 
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図－５ リサイクル率の推移 
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※平成 25 年度以降は「一般廃棄物処理基本計画」に定める目標値です。 

 

③ 最終処分率の数値目標 

最終処分場の容量には限りがあり、今後、最終処分場の新設等をするには用地選定から

環境影響調査や用地買収、住民同意の取得など完成までに長期間を要することから、既存

の最終処分場の延命化を図り、できるだけ長く使用する必要があります。 
このことから、最終処分場の延命化を図るため、次のとおり最終処分率の数値目標を定

めています。 
 

最終処分率の数値目標 

  

 

表－３ 最終処分率の進捗状況 

 

年度 

区分 

平成１８年度 

実 績 

平成２４年度 

実 績 

平成２４年度 

中 間 目 標 

平成２９年度 

目 標 

総処理量 223,171ｔ 164,455ｔ 157,840ｔ 145,000ｔ 

最終処分量 46,216ｔ 11,638ｔ 9,282ｔ 4,408ｔ 

最終処分率 20.7％ 7.1％ 5.9％ 3.0％ 

※最終処分率＝最終処分量／総処理量 

※平成 24 年度中間目標及び平成 29 年度目標は「一般廃棄物処理基本計画」に定める目標値です。 

最終処分率を平成１８年度２０.７％から平成２９年度３％以下に引き下げる

ことを目標とします。 
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最終処分率は、平成１９年度にあわせ産業廃棄物の搬入禁止や、清掃工場から排出され

る焼却灰の資源化を開始したことなどにより、大きく減少しましたが、今後も目標の達成

に向け取組みを継続する必要があります（図－６参照）。 

 

図－６ 最終処分率の推移 
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※平成 25 年度以降は「一般廃棄物処理基本計画」に定める目標値です。 

 

 

（３）ごみ減量・リサイクル推進事業 

本市では、ごみの発生を抑制しリサイクルを推進するため、１２分別収集をはじめとする

様々なごみ減量・リサイクルに関する事業を展開しています（表－４参照）。 

しかしながら、ここ数年の実績は横ばいの状態にあり、今後、より一層の普及啓発活動の

充実強化と併せて、新たな事業の展開が求められています。 

 

表－４ 主なごみ減量・リサイクル推進事業 

 

年度 主なごみ減量・リサイクル推進事業 事業実績 

昭和５１年度～ 有価物集団回収運動促進事業 ①参照 

平成 ４ 年度～ 生ごみ処理容器による減量化促進事業 ②参照 

平成 ９ 年度～ 資源物回収事業（缶・びん・ペットボトル）  

平成１３年度～ 生ごみ処理機器購入補助事業 ③参照 

平成１９年度～ 資源物回収事業（１２分別）  

平成２０年度～ 生ごみコミュニティ回収事業  

平成２１年度～ 段ボールコンポスト普及啓発事業 ④参照 

平成２２年度～ 廃食用油回収調査事業（Ｈ２３年度本格実施）  
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① 有価物集団回収運動促進事業 

昭和５１年から始めた有価物集団回収運動は、市民参加のリサイクル運動として取り組

み、ごみ減量・リサイクルにおいて大きな成果を上げるとともに、地域コミュニティの活

性化にも貢献しています。この運動による有価物の回収重量は減少傾向にありますが、一

方で、平成２３年６月より報償金の対象品目に「廃食用油」を加えたことなどにより、平

成２３年度以降の実施団体数は増加しました（図－７参照）。 
 

図－７ 有価物集団回収運動実施状況 
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② 生ごみ処理容器による減量化促進事業 

現在、収集している「燃やせるごみ」の多くは生ごみ（調理ごみや残飯）であり、これ

らをコンポスト容器やボカシ容器によって堆肥化し減量化を図るため、平成６年度から処

理容器を無償で貸与しています。事業開始から平成２４年度までに延べ１６,１５２件の貸

与を行っておりますが、近年の貸与件数は横ばいの状況です（図－８参照）。 
 

図－８ 生ごみ処理容器貸与状況 
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③ 生ごみ処理機器購入補助事業 

家庭から排出される生ごみの一層の減量とリサイクルの推進を図るため、平成１３年度

から電動式生ごみ処理機の購入に対する補助事業を開始し、平成１８年度からは非電動式

生ごみ処理機器も補助対象としました。事業開始から平成２４年度までに延べ４,９３８件

の補助を行っていますが、昨今の景気低迷などにより、近年の補助件数は減少傾向にあり

ます（図－９参照）。 
 

図－９ 生ごみ処理機器購入補助状況 
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④ 段ボールコンポスト普及啓発事業 

平成２１年６月から、多様化する市民ニーズに対応するため、家庭で比較的手軽に生ご

みの減量とリサイクルに取り組めるよう、段ボールを使ったコンポストの普及啓発事業を

開始しました。本事業では、市民の皆様に段ボールコンポストの基材１セット（段ボール、

ピートモス、もみ殻くん炭）を無償で提供し、生ごみの減量とリサイクルに取り組んでい

ただいています（図－１０参照）。 
 

図－１０ 段ボールコンポスト支給状況 
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２．ごみ処理の課題について 

 

（１）家庭ごみの減量とリサイクルの推進 

本市では、家庭ごみの減量化とリサイクルの推進を目的に、「コンポスト・ボカシ容器」

や、「段ボールコンポスト」等による生ごみの減量化促進事業や有価物集団回収運動促進事

業などの施策を実施するとともに、ごみ減量・リサイクル懇談会等を通じてごみに関する

市民意識の向上を図ってきました。 
平成１９年度には、ごみの１２分別収集を開始したこと等により「燃やせるごみ」や「燃

やせないごみ」の排出量は減少し、「資源物」の回収量は増加しましたが、それ以降は、大

きな変化はなく停滞した状況が続いており、平成２３年度以降のごみ排出量は増加してい

ます。 
このような中、今後とも、ごみ排出量の減少や資源物回収量の増加を図るためには、市

民一人ひとりの排出抑制意欲や分別意識を今以上に高めていく必要があります。 
 
 
（２）ごみ処理に係る費用負担の公平性の確保 

現在のごみ処理にかかる費用は主に税金により賄われており、ごみの排出量に応じた負

担となっていないことから、分別の徹底などにより、ごみ減量・リサイクルに積極的に取

り組んでいる方にとって公平なシステムとなっていません。 
今後は、排出量に応じた費用負担の公平性を確保することにより、ごみ減量・リサイク

ルに対する市民意識の向上を図る必要があります。 
 
 
（３）ごみ処理費用の削減 

本市におけるごみ処理費用は、「ごみ処理部門」と「資源物処理部門」に分けて算出して

います。 

平成２３年度の「ごみ処理部門」と「資源物処理部門」を合わせた「ごみ処理費」は、

約６０億円で（表－５参照）、１トンあたりの処理原価は３１,９９８円、１人あたりの処

理原価は１２,５９９円、１世帯あたりの処理原価は２８,９９８円です（図－１１参照）。 

今後は、処理費用の削減を図るため、ごみの減量化による処理コストの削減をはじめ、

ストックマネジメントの活用による既存施設の長寿命化を図るとともに、民間活力を最大

限活用できるよう処理体制の整備を行う必要があります。 
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表－５ ごみ処理費（平成２３年度実績） 

 

  ごみ処理部門 資源物処理部門 合計 

人件費 1,418,986 千円 0 千円 1,418,986 千円 

物件費 413,586 千円 285,025 千円 698,611 千円 

減価償却費 74,040 千円 368 千円 74,408 千円 

その他 273,994 千円 74,683 千円 348,677 千円 

収
集
運
搬
部
門 

計 2,180,606 千円 360,076 千円 2,540,682 千円 

人件費 442,789 千円 26,646 千円 469,435 千円 

物件費 2,211,015 千円 344,681 千円 2,555,696 千円 

減価償却費 1,070,396 千円 810 千円 1,071,206 千円 

その他 △ 466,078 千円 △ 176,449 千円 △ 642,527 千円 

処
分
部
門 

計 3,258,122 千円 195,688 千円 3,453,810 千円 

人件費 1,861,775 千円 26,646 千円 1,888,421 千円 

物件費 2,624,601 千円 629,706 千円 3,254,307 千円 

減価償却費 1,144,436 千円 1,178 千円 1,145,614 千円 

その他 △ 192,084 千円 △ 101,766 千円 △ 293,850 千円 

合
計 

合計 5,438,728 千円 555,764 千円 5,994,492 千円 

※その他には公債利子や資源物の売却収入などを含みます。 

 
 

図－１１ 処理原価の推移（ごみ・資源物） 
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３．家庭ごみ有料化の実施状況について 

（１）全国市区町村における実施状況 

全国における家庭ごみ有料化の実施率は６１.６％で半数以上の自治体が実施していま

すが、中核市においては、実施率は２１.４％と低い状況ですが、多くの都市で家庭ごみ有

料化の導入に向けた検討が進められています（表－６参照）。 

大分県内では大分市と中津市を除いた全ての自治体において家庭ごみ有料化を実施して

いる状況です（表－７参照）。 

 

表－６ 全国市区町村の有料化実施状況 

（平成 25年 4月現在） 

 総数 有料化数 有料化実施率 備考 

政令指定都市 20 8 40.0% 

中核市 42 9 21.4% 

その他の市区 750 425 56.7% 

町 746 512 68.6% 

村 184 119 64.7% 

市区町村 1,742 1,073 61.6% 

※政令指定都市 

･･･札幌市、仙台市、千葉市、 

北九州市、福岡市 など 

 

※中核市･･･旭川市、下関市、 

大分市、宮崎市など 

（参考：東洋大学経済学部教授 山谷 修作ホームページ） 

 

表－７ 大分県内の有料化実施状況 

 （平成 25 年 4月現在） 

市区 導入年月 可燃ごみ 不燃ごみ その他 

別府市 H9.4 21 円 21 円 缶・びん・ＰＥＴ18.9 円 

日田市 H16.10 35 円 35 円 埋立ごみ（中袋）35 円 

佐伯市 H17.3 30 円 30 円 分別用（可燃不燃兼用）15 円 

臼杵市 H17.3 30 円 30 円 プラスチック 30 円（野津地域） 

津久見市 H19.7 30 円 －  

竹田市 S56.4 20 円 20 円 廃プラ 20 円、缶・びん・ＰＥＴ20円 

豊後高田市 H17.4 25 円 25 円 可燃不燃兼用 

杵築市 H18.10 21 円 21 円 缶・びん・ＰＥＴ・古布 10 円 

宇佐市 H18.7 30 円 30 円  

豊後大野市 H6.4 30 円 30 円 プラスチック 30 円 

由布市 H17.1 25 円 －  

国東市 H11.4 42 円 42 円 缶・ＰＥＴ42円、びん 31.5 円 

姫島村 － 月額 210 円／人 （1 歳未満は対象外） 

日出町 － 20 円 20 円 缶・びん・ＰＥＴ20 円 

九重町 － 36 円 36 円  

玖珠町 － 36 円 36 円  
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（２）ごみの減量効果 

家庭ごみ有料化を実施している都市（図－１２、図－１３参照）では、導入前年度に比

べ導入年度以降のごみ排出量は減少し、概ね１０％から２０％のごみ減量効果が得られて

います。 

 

図－１２ 家庭ごみ有料化によるごみの削減効果（中核市等） 
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図－１３ 家庭ごみ有料化によるごみの削減効果（大分県内） 
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（注）図－１２、図－１３ともに 

1．実績値は環境省一般廃棄物処理実態調査結果（平成１０年度～平成２２年度）を参考としています。 

2．平成１０年度から平成２２年度の間に家庭ごみ有料化を実施した自治体を対象としています。 

導入前年度の一日１人あたりの排出量を 100 として、導入から 5 年目

までの排出量の推移と平成 22 年度の状況をグラフ化したものです。 

導入前年度の一日１人あたりの排出量を 100 として、導入から 5 年目

までの排出量の推移と平成 22 年度の状況をグラフ化したものです。 
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４．家庭ごみ有料化に伴う手数料の額について 

（１）手数料の額 

家庭ごみ有料化に伴う手数料の額は、ごみの減量効果や一世帯あたりの負担額、他都市

の状況を総合的に勘案し検討を行いました。 

 

① ごみの減量効果 

既に家庭ごみ有料化を実施している市の事例では、大袋（４５リットル程度）１枚あ

たり３０円台以上の場合にごみの減量効果が顕著に現れています（図－１４参照）。 

 

図－１４ 手数料水準と可燃・不燃・粗大ごみの減量効果 

（排出量単純比例型１１８市） 

価格は大袋（４５リットル程度）１枚あたりの単価 

 

 （出所：東洋大学経済学部教授 山谷 修作ホームページ） 
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② 一世帯あたりの負担額 

平成２１年１２月に実施した「ごみ減量・リサイクルに関する市民意識調査」の結果

によると、１ヶ月に負担してもよいと思われる月額は、１世帯あたり３００円程度とす

る回答が最も多く全体の約４０％を占めています（図－１５参照）。 

 

図－１５ １ヶ月に負担してもよいと思われる月額 
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また、平成２４年７月から９月にかけて実施した「家庭ごみ有料化中間答申に関する

市民説明会」やまちづくり出張教室のアンケートの結果によると、ごみ減量・リサイク

ルを推進するため、家庭ごみ有料化を実施した場合、１ヶ月に負担してもよいと思われ

る金額は、市民説明会では２００円程度とする回答が多く４１.９％であり、まちづくり

出張教室では３００円程度とする回答が多く４４.７％でした（図－１６参照）。 

 

図－１６ １ヶ月に負担してもよいと思われる月額 
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「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」を出す際に中袋（３０リットル程度）を１枚

使用した場合、ごみ袋の容量１リットルの単価と１ヶ月にかかる一世帯あたりの負担額

は次のとおりです（表－８参照）。 

 

表－８ １リットルの単価と一世帯あたりの負担額 

 

１㍑の単価 
大袋の金額 

（４５Ｌ程度） 

中袋の金額 

（３０Ｌ程度） 

年額 

（中袋の場合） 

月額 

（中袋の場合） 

０.６円 ２７円 １８円 ２,０８８円 １７４円 

０.７円 ３２円 ２１円 ２,４３６円 ２０３円 

０.８円 ３６円 ２４円 ２,７８４円 ２３２円 

０.９円 ４１円 ２７円 ３,１３２円 ２６１円 

  

１.０円 ４５円 ３０円 ３,４８０円 ２９０円 

 

 

ごみ袋の容量１リットルの単価を０.８円とし、「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」

を出す際に中袋（３０リットル程度）を１枚使用した場合、一世帯あたりの負担は年額

２,７８４円、月額にすると２３２円となります（表－９参照）。 

 

表－９ 一世帯あたりの負担額（想定） 

 

年間 

収集回数 

１回に使用 

する枚数 
袋の種類 

袋の金額 

１枚あたり 
(単価 0.8円) 

年額 月額 

１１６回 １枚 特小１０㍑程度 ８円 ９２８円 ７７円 

  小２０㍑程度 １６円 １,８５６円 １５５円 

  中３０㍑程度 ２４円 ２,７８４円 ２３２円 

  大４５㍑程度 ３６円 ４,１７６円 ３４８円 

 

 

【例】１回の収集日に中袋３０リットル（２４円）を１枚使用した場合 

計算式 

［年額］１１６回×１枚×２４円 ＝ ２,７８４円 

［月額］２,７８４円÷１２＝２３２円 
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③ 他都市の手数料の額 

大分県内（図－１７参照）や既に有料化を実施している自治体（図－１８参照）は、

大袋（４５リットル程度）１枚あたり３０円台から４０円台を採用しているところが多

い状況です。 

 
図－１７ 県内市町の状況（大袋４５リットル程度１枚の価格） 

 

 

図－１８ 価格帯別都市数（単純比例型・大袋４５リットル程度１枚の価格） 

 

 

杵築市２１円 

姫島村 
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２０円 
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３０円 
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３０円 

津久見市３０円 

国東市 

４２円 

豊後高田市 

２５円 

宇佐市 

３０円 
中津市 

日田市 

３５円 
九重町 

３６円 

玖珠町 

３６円 

玖珠町(50L) 

日出町(800*470mm) 

九重町(800*650mm) 

竹田市(700*450mm) 

姫島村(指定なし) 

上記以外は４５Ｌ袋 

は大分市に隣接している自治体 

（Ｎ＝回答数） 

（平成 25 年 4 月現在） 

（出所：東洋大学経済学部教授 山谷 修作ホームページ） 
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（２）ごみ処理費用に占める手数料の額の割合 

平成２３年度のごみ処理費用は家庭ごみと事業系ごみを合わせて、５９億９,４４９万２

千円かかっており、そのうち、家庭ごみの「燃やせるごみ」と、「燃やせないごみ」の収集

と処分に要する費用は４３億６,０４９万１千円です。 

これは、４５リットル袋のごみを１袋（４kg）処理するのに１８７.６１円かかっている

ことになります。 

手数料の額を指定ごみ袋の容量１リットルあたり０.８円とした場合、大袋１枚（４５リ

ットル程度）あたり３６円で、ごみを１袋処理するのに要する費用の約２０％となります

（表－１０参照）。 

 

表－１０ ごみ処理費用（平成２３年度） 

 

 収集 処分 合計 

総額 2,540,682 千円 3,453,810 千円 5,994,492 千円 

家庭ごみ    

燃やせるごみ・燃やせないごみ 2,180,606 千円 2,180,335 千円 4,360,941 千円 

資源物 360,076 千円 195,688 千円 555,764 千円 

事業系ごみ 0 千円 1,077,787 千円 1,077,787 千円 

    

家庭ごみ（燃やせるごみ・燃やせないごみ） 処理量：92,981 トン 

 収集 処分 合計 

1 トンあたり原価 23,452 円 23,449 円 － 

45 リットル 1 袋あたり 93.81 円 93.80 円 187.61 円 

 

負担割合    

 収集 処分 合計 

10％ 9.38 円 9.38 円 18.76 円 

15％ 14.07 円 14.07 円 28.14 円 

20％ 18.76 円 18.76 円 37.52 円 

25％ 23.45 円 23.45 円 46.90 円 

30％ 28.14 円 28.14 円 56.28 円 
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５．家庭ごみ有料化についての審議経過 

 
審議会 日時・場所 審議内容 

平成２３年度 

第２回 

平成２３年１２月１５日（木） 

午後２時～４時 

全員協議会室（議会棟４階） 

大分市清掃事業審議会に対し、一般廃棄物処理手

数料（家庭ごみ有料化、大型・粗大ごみ処理手数料）、

廃棄物処理施設使用料の改定についての諮問を行い

ました。 

その後、一般廃棄物処理手数料及び、廃棄物処理

施設使用料の改定について資料に沿って内容を説明

し、今後の審議会のスケジュールについても説明を行

いました。 

第３回 平成２４年１月２０日（金） 

午後２時～４時 

大分市保健所６階大会議室 

委員から市へ事前にいただいたご質問とご意見に対

する市の考え方の説明を行うとともに、ごみ減量・リサイ

クル施策の実績とごみ処理の現状についての説明を行

いました。 

ご質問、ご意見の主なものは、他都市の状況、生産

者責任の問題、費用負担の公平性の考え方、大分市

のごみ処理費用等の状況、県都としての大分市のある

べき姿、ごみ処理基本計画の数値目標と達成状況など

でした。 

最後に会長から、今の時期にどうして有料化をしなけ

ればならないのかを次回に事務局から説明いただきた

いということで終了しました。 

第４回 平成２４年２月２９日（水） 

午後２時～４時 

全員協議会室（議会棟４階） 

家庭ごみ有料化の必要性についてと家庭ごみ有料

化によるごみ減量効果について市の考え方の説明を行

いました。 

その後、会長の判断により、ごみ処理の有料化に関

する視点として、処理を有料化する方向は、再生可能

な社会の構築などの長期的施策に鑑み矛盾しない方

向であるのか、有料化の目的は合理的か、有料化の目

的であるごみ減量・リサイクルの効果は得られるのか、

利用者負担の原則は適用できるのかなどの項目で討

議が行われました。 

各委員からは、ごみ減量・リサイクルを推進するため

に有料化は必要、将来的には人口が減少しごみは減る

のではなどの意見がありましたが、最終的に賛否の決

をとり、出席者全員の賛成で、家庭ごみ有料化の導入

については、妥当とする結論に達しました。 

第５回 平成２４年３月２７日（火） 

午後２時～４時 

大分市保健所６階大会議室 

家庭ごみ有料化の制度内容について、事務局より前

回の審議結果と、今後審議を必要とする事項について

の説明を行い、その内容について討議が行われまし

た。 

平成２４年度 

第１回 

平成２４年５月１０日（木） 

午後２時～４時 

大分市保健所６階大会議室 

家庭ごみ有料化中間答申（案）について説明し、一

部修正を加えることにより了承されました。 

 

※平成２４年５月１８日（金） 

「家庭ごみ有料化について」中間答申が市に提出さ

れました。 
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資 料 

 
審議会 日時・場所 審議内容 

平成２４年度 

第２回 

平成２４年１０月４日（木） 

午後２時～４時 

大分文化会館 第２小ホール 

家庭ごみ有料化中間答申に関する市民説明会及

び、パブリックコメント等の結果を報告しました。 

市民説明会等によりいただいたご意見を踏まえ、中

間答申のそれぞれの項目を基本として、意見をどのよう

に反映するか最終答申に向けた審議を行いました。 

 

市民説明会等の概要 

☆市民説明会 

実施期間 H24.7.28～H24.9.9 

実施箇所 52 ヶ所 

参加人数 2,353 名 

質疑件数 1,141 件 

アンケート 1,542 枚 （回収率 65.5％） 

☆パブリックコメント 

実施期間 H24.8.1～H24.8.31 

意見提出 18 件（延べ 75 件） 

提出方法 電子申請 6 件 

 メール 3 件 

 Fax 2 件 

 郵送・窓口 7 件 

☆自治委員説明会 

実施期間 H24.6.8～H24.8.25 

実施回数 43 回 

質疑件数 394 件 

☆まちづくり出張教室 

実施期間 市民説明会と同時期 

申込件数 9 件 

参加人数 406 名 

質疑件数 180 件 

アンケート 227 枚 （回収率 55.9％） 

 

第３回 平成２４年１１月１日（木） 

午後２時～４時 

全員協議会室（議会棟４階） 

第２回に引き続き、市民説明会等によりいただいたご

意見を踏まえ、最終答申に向けた審議を行いました。 

第４回 平成２４年１１月２６日（月） 

午後２時～４時 

大分市保健所６階大会議室 

第３回に引き続き、市民説明会等によりいただいたご

意見を踏まえ、最終答申に向けた審議を行いました。 

第５回 平成２４年１２月２５日（火） 

午前１０時～１２時 

大分市保健所６階大会議室 

第４回に引き続き、市民説明会等によりいただいたご

意見を踏まえ、最終答申に向けた審議を行いました。

最後に、他都市の負担軽減措置の状況を資料として提

出すること、これまでの審議結果を踏まえた答申（案）の

作成を行うことということで審議を終了しました。 

第６回 平成２５年１月２８日（月） 

午前１０時～１１時１５分 

大分市保健所６階大会議室 

答申（案）について項目ごとに確認を行い、審議会と

して答申（案）を取りまとめました。 

 

※平成２５年２月８日（金） 

「家庭ごみ有料化」について答申が市に提出されま

した。 

 


